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議案第６２号 

 

   令和３年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和３年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

 

  令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員

の審査意見を付けて、議会の認定を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（決算） 

第２３３条 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査

委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければな

らない。 

４～７ （略） 
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議案第６３号 

 

令和３年度西条市水道事業会計決算の認定について 

 

令和３年度西条市水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６４号 

 

令和３年度西条市病院事業会計決算の認定について 

 

令和３年度西条市病院事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６５号 

 

令和３年度西条市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

令和３年度西条市公共下水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６６号 

 

（仮称）西条市東部給食センター整備・運営ＰＦＩ事業者選定審査会条

例について 

 

（仮称）西条市東部給食センター整備・運営ＰＦＩ事業者選定審査会条例を次の

ように定める。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 

  



10 

（仮称）西条市東部給食センター整備・運営ＰＦＩ事業者選定審査会条

例 

（設置） 

第１条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号。以下「法」という。）第２条第４項に規定する選定事業で、（仮

称）西条市東部給食センターの整備及び運営に係るものを行う事業者の選定に関す

る事項を調査し、及び審議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

３８条の４第３項の規定に基づき、（仮称）西条市東部給食センター整備・運営Ｐ

ＦＩ事業者選定審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議す

る。 

(1) 法第７条に規定する特定事業の選定に関する事項 

(2) 法第８条第１項に規定する民間事業者の選定に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市の職員 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から令和６年３月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 審査会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席若しく

は必要な資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を聴くことができる。 



11 

（庶務） 

第８条 審査会の庶務は、事業者選定業務担当部署において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 
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提案理由 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法

律第１１７号）第２条第４項に規定する選定事業で、（仮称）西条市東部給食センタ

ーの整備及び運営に係るものを行う事業者の選定に関する事項を調査し、及び審議す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、（仮称）西条市東部給食センター整備・運営ＰＦＩ事業者選定審査会を設置する

ため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

関係法令 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

（定義） 

第２条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設（設備を含む。）を

いう。 

(1)、(2) （略） 

(3) 賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更

生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設 

(4)～(6) （略） 

２、３ （略） 

４ この法律において「選定事業」とは、第７条の規定により選定された特定事業を

いう。 

５～７ （略） 

 

地方自治法 

第１３８条の４ （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関

として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又

は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関につい

ては、この限りでない。 
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議案第６７号 

 

西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例について 

 

西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例を次のように定める。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 地下水保全管理計画（第７条） 

第３章 地下水の保全及び管理の具体策 

第１節 地下水の保全及び管理の基本方針（第８条―第１２条） 

第２節 対象事業（第１３条―第１９条） 

第３節 有害物質使用事業場（第２０条―第２４条） 

第４節 地下工事（第２５条―第３１条） 

第５節 井戸の設置（第３２条―第３９条） 

第４章 異常時の対策 

第１節 汚染時（第４０条―第５４条） 

第２節 渇水時（第５５条） 

第３節 災害時（第５６条） 

第５章 雑則（第５７条―第６３条） 

第６章 罰則（第６４条・第６５条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、石鎚山をはじめとする豊かな森林環境からの恵沢であり、平野

を流れ瀬戸内海に注ぐ流域水循環の中で地下に浸透し育まれるうちぬきその他の

地下水が、本市の環境、市民の暮らし及び産業に欠かすことのできない重要な地

域資源であることに鑑み、地下水を市民の共有財産である地域公水と位置付け、

育水の考えの下、保全し、及び管理し、並びに適正な利用を図ることにより、清

浄で豊かな地下水を次世代へ引き継ぎ、もって市民の健康の保持、快適で持続可

能な生活環境の確保及び維持並びに持続可能な産業の発展に寄与することを目的

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 流域水循環 水循環基本法（平成２６年法律第１６号）第２条第１項に規定

する水循環（以下「水循環」という。）のうち流域を単位とするものをいう。 

(2) 地下水 本市の区域の地表面下に存在する水（温泉法（昭和２３年法律第１

２５号）第２条第１項に規定する温泉及び鉱業法（昭和２５年法律第２８９号

）第３条第１項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。）をいう。 

(3) 地域公水 地下水を市民共有の公共資源と捉え、地域の水循環の特性に配慮
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して、市民、事業者等及び市が一体となって保全し、及び管理する理念の下、

守られる地下水をいう。 

(4) 育水 うちぬき文化を継承し、健全な水循環の理念の下に地下水を量及び質

の両面で育てながら使う持続可能な地下水利用の考え方をいう。 

(5) 事業者等 本市に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者、本市

に居所を有する者並びに本市に滞在する者をいう。 

(6) うちぬき文化 古くから本市の人々によって育まれてきたうちぬきその他の

地下水と人、環境及び産業との関わりをいう。 

(7) 涵養域 雨水及び湖沼、ため池、水田等にある地表水の浸透並びに河川から

の伏流水が地下水帯水層を涵養する区域をいう。 

(8) 水源域 平野に流入する河川及びその集水区域（雨水及び融雪が集まって河

川に流入する全ての区域をいう。）をいう。 

(9) 対象事業 地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがある事

業として別表第１に掲げる事業をいう。 

(10) 有害物質使用事業場 有害物質の製造、使用、検査、処理、保管等を行う事

業場をいう。 

(11) 有害物質 人の生命、健康に害を及ぼすおそれがある物質として別表第２に

掲げる物質をいう。 

(12) 地下工事 集合住宅、橋梁その他の建設に係る基礎工事等で、地下５メート

ルを超えて杭、コンクリート構造物等の設置、地盤改良等の工事（地質又は地

下水の調査のためのボーリング工事、地下水を採取するため管を打ち込む打ち

抜き工事を除く。）で地下水の水質又は水量に影響を及ぼし、又はそのおそれが

ある工事をいう。 

(13) 井戸 自噴井又は動力を用いて地下水を採取する施設をいう。 

（基本理念） 

第３条 地下水は、次に掲げる考えに基づき、保全され、及び管理され、並びに適正

に利用されなければならない。 

(1) 地下水は、生活用水、環境用水、農業用水、工業用水等として本市の社会経

済活動を支える重要な地域資源であるとともに、うちぬき文化を育んできたこ

とに鑑み、これを地域公水と位置付け、市民生活、環境及び産業の持続的な発

展に資するように維持されなければならない。 

(2) 地下水は、涵養域の保全、節水等により、清澄な水質及び豊富な水量を維持

及び回復されなければならない。 

(3) 水源域における森林及び森林土壌は、地下水の涵養及び保全と不可分の関係

にあることに鑑み、長期的な視野に立ち健全に育成されなければならない。 

（市の責務） 
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第４条 市は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用に資するため、総合的かつ計

画的な施策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用に資する水循環の調査及び研究を

行い、その結果を公表する等により地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関

する情報を市民と共有し、意識の啓発を図るとともに、市民及び事業者等が協力

し、及び参加することができる仕組みをつくるよう努めなければならない。 

３ 市は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用に資するため、流域水循環及び地

下水に関する教育等を積極的に進めるよう努めなければならない。 

４ 市は、育水の普及及び啓発に努めるとともに、市民及び事業者等が、育水を実践

することができるよう必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

５ 市は、市民が水と触れ合う機会及び場を創出するために、水辺環境及び親水空間

を保全し、及び活用することにより、地域の発展に努めなければならない。 

（市民及び事業者等の責務） 

第５条 市民及び事業者等は、育水の考えの下、自ら地下水の保全に努めるとともに、

地下水のあるべき姿の実現に向け、それぞれが主体的又は協働で取り組み、市が

行う地下水の保全及び管理並びに適正な利用に資するための施策及び事業に協力

しなければならない。 

２ 市民及び事業者等は、地下水の採取に当たっては、常に地下水資源の保全及び採

取量の適正化に努めなければならない。 

３ 市民及び事業者等は、自噴井により地下水を採取する場合は、不使用時の流出防

止に協力しなければならない。 

４ 市民及び事業者等は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条第

１項の規定による西条市地域防災計画に基づき、緊急時の飲料水の確保に協力す

るなど市の施策に協力しなければならない。 

５ 市民及び事業者等は、育水の考えに基づき、水源涵養に資するよう水利用の適正

化に努め、及び相互に協力しなければならない。 

（関連組織等との連携） 

第６条 市長は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用のため、県及び近隣の地方

公共団体並びに地下水の利用及び渇水対策に係る協議会等の組織と連携を図るも

のとする。 

２ 市長は、渇水により地下水位の低下等が生じるおそれがあると認める場合には、

市民、事業者等及び前項に規定する協議会等の組織と連携を図り、地下水の保全

及び管理のための対策を実施するものとする。 

３ 市長は、渇水により地下水位の低下が生じた場合には、県及び近隣の地方公共団

体と連携を図り、地下水の保全及び管理のための対策を実施するものとする。 

４ 市長は、台風、豪雨、洪水、地震、津波等の災害時において、地下水の利用に支
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障が生じたときは、市民、事業者等、県、近隣の地方公共団体及び地下水の利用

に係る協議会等の組織と連携を図り、地下水の保全及び管理のための対策を実施

するものとする。 

第２章 地下水保全管理計画 

第７条 市長は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用を図るための総合的な計画

（以下「地下水保全管理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 地下水保全管理計画は、水循環基本法及び同法第１３条第１項に規定する水循環

基本計画と整合を図るものとする。 

３ 地下水保全管理計画は、必要に応じて見直しを行うものとする。 

第３章 地下水の保全及び管理の具体策 

第１節 地下水の保全及び管理の基本方針 

（対策の実施） 

第８条 市長は、地下水の保全及び管理のための対策を実施し、地下水の水質及び水

量の保全に努めるとともに、節水及び水の有効利用に関する市民意識の啓発を行

うものとする。この場合において、市長は、必要があると認める場合は、西条市

地下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

２ 市長は、市が講ずる地下水の保全及び管理のための対策について、市民及び事業

者等に対し、協力を求めることができる。 

（報告、助言、指導及び勧告） 

第９条 市長は、地下水を使用する者及び地下水に影響を与え、又は与えるおそれが

ある者に対し、地下水の保全及び涵養のための措置の状況その他必要な事項に関

し報告を求め、又は助言し、若しくは指導することができる。 

２ 市長は、土地の形質を変更する等、地表水又は地下水の水質又は水量に影響を与

えるおそれがある行為を行う者に対し、排水対策の実施、土壌の流出、水質の汚

濁及び汚染並びに水量の減少の防止等の措置を講ずるよう助言し、指導し、又は

勧告することができる。 

（地下水の合理的な使用に関する措置等） 

第１０条 地下水を使用する者は、節水、雨水の使用、水の循環使用、再生水の使用

等により地下水の使用量を抑制する等、地下水の合理的な使用に努めなければな

らない。 

２ 市長は、地下水の合理的な使用を促進するために必要があると認めるときは、地

下水を使用する者に対し、地下水の合理的な使用について必要な助言又は指導を

行うことができる。 

（地下水の合理的な使用に関する啓発等） 

第１１条 市長は、地下水の合理的な使用に係る啓発及び当該使用に配慮した節水型

機器の普及に努めなければならない。 
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２ 市民及び事業者等は、建築物を建築（節水型機器の新設、増設又は変更を伴うも

のに限る。）しようとするときは、当該建築物において、地下水の合理的な使用に

配慮した節水型機器の設置に努めなければならない。 

（常時監視） 

第１２条 市長は、地下水の水質及び水量の状況を常時監視することができる。 

２ 市長は、前項の規定による常時監視を行うために必要があると認めるときは、市

民及び事業者等に対し、協力を求めることができる。 

第２節 対象事業 

（水源涵養保全地域の指定） 

第１３条 市長は、水源域のうち、水源涵養機能の維持増進を図る上で、保全及び管

理が特に必要な地域（以下「水源涵養保全地域」という。）を指定することができ

る。 

２ 市長は、水源涵養保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、西条市地下

水保全及び適正利用審議会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、水源涵養保全地域を指定しようとするときは、２０日以上の期間を定め、

その区域を示す図書を縦覧に供しなければならない。 

４ 前項の規定により縦覧に供された図書に示す区域内に居住する者その他の利害関

係を有する者は、縦覧期間終了の日までに市長に対し意見を申し出ることができ

る。 

５ 市長は、水源涵養保全地域を指定したときは、これを告示しなければならない。 

６ 第２項から前項までの規定は、水源涵養保全地域の指定を変更し、又は解除しよ

うとする場合において準用する。 

（対象事業の住民説明） 

第１４条 対象事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該事業の計画内容、排水処

理方法等について周知するため、周辺住民等に対し、説明を行わなければならな

い。 

２ 前項の説明を行った者は、規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 

（対象事業の許可申請） 

第１５条 対象事業を行おうとする者は、前条第２項の規定による報告を行った上で、

開発許可申請その他の法令に基づく申請、届出等の前に、規則で定める事項を記

載した申請書により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る対象事業につい

て、別表第３に掲げる基準に基づき事業の実施の許可又は不許可を決定し、その

結果を当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による許可の決定を受けた者は、許可の決定を受けた内容を変更する

場合にあってはあらかじめ市長に申請し、その許可を受け、対象事業の実施を中
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止する場合にあってはあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合にお

いて、市長が必要があると認める者については、前条の規定を準用する。 

４ 市長は、前２項の規定による許可の決定に当たり、必要があると認める場合は、

西条市地下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（対象事業場の設置の着手制限） 

第１６条 前条第１項の規定により申請している者は、同条第２項の規定による許可

の決定を受けた後でなければ、対象事業に係る事業場（以下「対象事業場」とい

う。）の設置に着手してはならない。 

２ 市長は、前条第２項又は第３項の規定による許可の決定を受けずに対象事業場の

設置に着手した者に対し、当該対象事業場の設置の一時停止を命ずることができ

る。 

（対象事業場の設置完了の届出） 

第１７条 第１５条第２項又は第３項の規定による許可の決定を受けた対象事業場の

設置が完了したときは、当該対象事業場を設置した者は、遅滞なく規則で定める

事項を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、対象事業場ごとに行うものとする。 

（対象事業場の廃止の届出） 

第１８条 前条第１項の規定による届出をした者は、当該対象事業場を廃止したとき

は、速やかに市長に届け出なければならない。 

（規制事業場の設置の制限） 

第１９条 何人も、第１５条第２項の規定による不許可の決定を受けた対象事業場

（以下「規制事業場」という。）を市内に設置してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に反して市内における規制事業場の設置に着手し、又は設置

した者に対し、当該規制事業場の設置を直ちに中止するよう命じ、市長が定める

期限までに原状回復又は原状回復が著しく困難な場合にはこれに代わるべき措置

をとるよう命ずることができる。 

３ 前項の規定により規制事業場の設置の中止等を命ぜられた者は、直ちに当該規制

事業場の設置を中止し、市長が定める期限までに原状回復又は原状回復が著しく

困難な場合にはこれに代わるべき措置を講じた上で、市長に届け出なければなら

ない。 

第３節 有害物質使用事業場 

（有害物質使用事業場の設置等の届出） 

第２０条 有害物質使用事業場を設置しようとする者は、設置工事に着手する日の３

０日前までに、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、有害物質使用事業場ごとに行うものとする。 

３ 第１項の規定による届出をした者は、その届出の内容を変更する場合又は有害物
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質の製造、使用、検査、処理、保管等を中止する場合は、あらかじめ市長に届け

出なければならない。 

（有害物質の使用量等の報告） 

第２１条 市長は、必要に応じて、有害物質使用事業場を設置した者に有害物質の使

用量等の報告を求めることができる。 

（有害物質使用事業場の廃止の届出） 

第２２条 第２０条第１項又は第３項の規定による届出をした者は、当該有害物質使

用事業場を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

（有害物質の使用量の削減等） 

第２３条 有害物質使用事業場を設置した者は、有害物質の使用量を削減し、又は有

害物質以外の物質に変更するよう努めなければならない。 

（有害物質による汚染の防止） 

第２４条 有害物質使用事業場を設置した者は、有害物質により土壌、地質、地下水

又は大気を汚染しないよう、有害物質を適切に取り扱い、厳重に管理しなければ

ならない。 

第４節 地下工事 

（地下工事の実施等の届出） 

第２５条 地下工事を行おうとする者は、建築確認申請その他の法令に基づく申請、

届出等の前に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出の内容を変更する場合又は地下工事

を中止する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。 

（地下工事の住民説明） 

第２６条 前条第１項の規定による届出をした者は、地下工事に着手する前に、地下

工事の内容、地下水の汚濁、汚染及び水量減少の防止対策等について周知するた

め、周辺住民等に対し、説明を行わなければならない。ただし、地下工事の実施

場所の周辺に飲用井戸又は水道水源がない場合は、この限りでない。 

２ 前項の説明を行った者は、規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 

（地下工事の影響調査） 

第２７条 前条第１項の説明を行った者は、規則で定めるところにより、地下工事に

着手する前並びに地下工事の施工中及び施工後に、地下水の水質又は水量に影響

を及ぼすおそれがある区域の地下水の水質検査又は水量調査を実施し、その結果

を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、地下工事に起因して地下水の水質又は水量に影響を及ぼしたと認める場

合は、当該地下工事を行っている者又は行った者に対し、水質検査又は水量調査

の地点、項目、周期、期間等を定め、水質検査又は水量調査の実施を命ずること

ができる。 
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３ 前項の規定により水質検査又は水量調査の実施を命ぜられた者は、水質検査又は

水量調査の実施により水質又は水量に影響を及ぼした原因を調査し、その結果を

市長が定める期限までに市長に報告しなければならない。 

４ 第２項の規定により水質検査又は水量調査の実施を命ぜられた者は、市長に協議

の上、地下水の水質又は水量への影響を取り除くための措置を講じなければなら

ない。 

５ 前項の規定により地下水の水質又は水量への影響を取り除くための措置を講じた

者は、当該措置の完了後、速やかに市長に報告しなければならない。 

（地下工事の一時停止命令） 

第２８条 市長は、第２５条第１項の規定による届出若しくは同条第２項の規定によ

る変更の届出をせずに地下工事に着手した者又は前条第２項に規定する地下工事

を行っている者に対し、当該地下工事の一時停止を命ずることができる。 

（地下工事の完了の届出） 

第２９条 第２５条第１項の規定による届出又は同条第２項の規定による変更の届出

をした地下工事が完了したときは、当該地下工事を行った者は、遅滞なくその旨

を市長に届け出なければならない。 

（地下水の水質及び水量への配慮） 

第３０条 地下工事を行う者は、地下水の水質及び水量に影響を及ぼすおそれがない

工法、資材等を使用し、地下水の汚濁、汚染及び水量減少の防止に努めなければ

ならない。 

（地下工事以外の工事） 

第３１条 地下工事以外の工事で、地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれがあ

る工事を行う者は、この節の規定の趣旨にのっとり、地下水の水質及び水量に影

響を及ぼさないよう努めなければならない。 

２ 市長は、地下工事以外の工事に起因して地下水の水質又は水量に影響を及ぼした

と認める場合は、当該地下工事以外の工事を行っている者又は行った者に対し、

水質検査又は水量調査の地点、項目、周期、期間等を定め、水質検査又は水量調

査の実施を命ずることができる。 

３ 前項の規定により水質検査又は水量調査の実施を命ぜられた者は、水質検査又は

水量調査の実施により水質又は水量に影響を及ぼした原因を調査し、その結果を

市長が定める期限までに市長に報告しなければならない。 

４ 市長は、第２項に規定する地下工事以外の工事を行っている者に対し、当該地下

工事以外の工事の一時停止を命ずることができる。 

５ 第２項の規定により水質検査又は水量調査の実施を命ぜられた者は、市長に協議

の上、地下水の水質又は水量への影響を取り除くための措置を講じなければなら

ない。 
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６ 前項の規定により地下水の水質又は水量への影響を取り除くための措置を講じた

者は、当該措置の完了後、速やかに市長に報告しなければならない。 

第５節 井戸の設置 

（地下水の採取の住民説明） 

第３２条 地下水を採取しようとする者（消防法（昭和２３年法律第１８６号）に定

める消防に必要な水利施設で、規則で定めるものを設置する者を除く。）で、次の

各号のいずれかに該当するもの（以下「地下水採取予定者」という。）は、あらか

じめ、地下水の採取の内容について周知するため、周辺住民等に対し、説明を行

わなければならない。ただし、周辺住民等が地下水を利用しない場合であって、

市長が認める者は、この限りでない。 

(1) 採取量が１日当たり１００立方メートル以上の井戸又は揚水機の吐出口の断

面積（吐出口が２以上ある場合にあっては、その断面積の合計。以下同じ。）が

２１平方センチメートル以上の井戸を新規に設置しようとする者 

(2) 既存の井戸の変更で変更後の採取量が１日当たり１００立方メートル以上の

井戸又は既存の井戸の変更で変更後の揚水機の吐出口の断面積が２１平方セン

チメートル以上の井戸を設置しようとする者 

２ 地下水採取予定者は、周辺住民等から求めがあったときは、次条第１項の規定に

よる調査の結果等について、説明を行わなければならない。 

３ 前２項の説明を行った者は、規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 

（地下水の採取の影響調査） 

第３３条 前条第１項の説明を行った地下水採取予定者は、地下水を採取した場合に

おける周辺地下水に及ぼす影響を調査しなければならない。ただし、周辺住民等

が地下水を利用しない場合であって、市長が認める者は、この限りでない。 

２ 地下水採取予定者は、前項の規定による調査の結果、周辺地下水に影響を及ぼす

ことが明らかな場合は、井戸の設置場所の変更等、必要な措置を講じなければな

らない。 

（地下水の採取の許可申請） 

第３４条 地下水採取予定者は、井戸の設置工事の着手前６０日までに、規則で定め

る事項を記載した申請書により、市長に申請しなければならない。この場合にお

いて、第３２条第３項の報告は、当該申請前に行わなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る地下水の採取に

ついて、次に掲げる基準に基づき採取の許可又は不許可を決定し、その結果を当

該申請をした者に通知するものとする。 

(1) 周辺の水道水源及び井戸並びに湧水に影響を及ぼさない程度の採取量である

こと。 

(2) 節水及び涵養に関する対策が適切に施されていること。 



23 

３ 前項の規定による許可の決定を受けた者は、許可の決定を受けた内容を変更する

場合にあってはあらかじめ市長に申請し、その許可を受け、地下水の採取を中止

する場合にあってはあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合におい

て、市長が必要があると認める者については、前２条の規定を準用する。 

４ 市長は、前２項の規定による許可の決定に当たり、必要があると認める場合は、

西条市地下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

５ 市長は、第２項各号に掲げる基準に適合しないと判断したときは、第１項の規定

により申請のあった事項の変更又は地下水の採取の中止を命ずることができる。 

（井戸の設置の一時停止命令） 

第３５条 市長は、前条第２項又は第３項の規定による許可の決定を受けずに井戸の

設置に着手した者に対し、当該井戸の設置の一時停止を命ずることができる。 

（井戸の設置完了の届出） 

第３６条 第３４条第２項又は第３項の規定による許可の決定を受けた者（以下「地

下水採取者」という。）は、当該許可を受けた井戸の設置が完了したときは、遅滞

なく規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 

（地下水の採取量の報告） 

第３７条 地下水採取者は、水量測定器の設置その他の方法により、地下水の採取量

を記録し、及び市長の求めに応じて報告するよう努めなければならない。 

（専用水道の布設における水量測定器の設置） 

第３８条 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に定める専用水道の水源として地下

水を使用する者は、揚水機を設置するときは、揚水機の吐出口の大きさにかかわ

らず、水量測定器の設置その他の方法により、地下水の採取量を記録し、及び市

長の求めに応じて報告するよう努めなければならない。 

（井戸の撤去の届出） 

第３９条 第３４条第３項の規定による届出をした者（第３６条の規定による届出を

した者を除く。）又は第３４条第５項の規定により地下水の採取の中止を命ぜられ

た者は、市長が定める期限までに当該井戸を撤去し、及び原状回復又は原状回復

が著しく困難な場合にはこれに代わるべき措置を講じた上で、市長に届け出なけ

ればならない。 

２ 第３６条の規定による届出をした者は、井戸を撤去したときは、周辺地下水の水

質及び水量に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じた上で、速やかに市長に届

け出なければならない。 

第４章 異常時の対策 

第１節 汚染時 

（汚染状態の基礎的な調査） 

第４０条 次に掲げる者（以下「関係事業者」という。）は、有害物質により土壌、
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地質又は地下水が汚染され、規則で定める浄化目標（以下「浄化目標」という。）

を超え、又はそのおそれがあると市長が認める土地（以下「汚染地」という。）に

ついて、有害物質による土壌、地質又は地下水の汚染状態の概況を把握する調査

（以下「基礎調査」という。）を行わなければならない。ただし、土壌汚染対策法

（平成１４年法律第５３号）第３条第１項若しくは第８項、第４条第２項若しく

は第３項、第５条第１項若しくは第２項又は第１４条第１項若しくは第３項の規

定による調査が行われるときは、この限りでない。 

(1) 汚染地に有害物質使用事業場を設置している者 

(2) 汚染地に過去、有害物質使用事業場を設置していた者 

(3) 有害物質を含む物の収集、運搬、処分等の処理に伴い、土壌、地質又は地下

水の汚染を引き起こした者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、土壌、地質又は地下水の汚染に関係したと市長

が認める者 

２ 関係事業者は、基礎調査を行った場合は、その結果を市長に報告しなければなら

ない。 

（汚染状態の詳細な調査） 

第４１条 関係事業者のうち、市長が指定する者（以下「詳細調査実施者」という。

）は、汚染地について、有害物質による土壌、地質又は地下水の汚染状態の詳細

な調査（以下「詳細調査」という。）を行わなければならない。ただし、土壌汚染

対策法第３条第１項若しくは第８項、第４条第２項若しくは第３項、第５条第１

項若しくは第２項又は第１４条第１項若しくは第３項の規定による調査が行われ

るときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による指定に当たり、必要があると認める場合は、西条市地

下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（連帯して行う詳細調査） 

第４２条 詳細調査実施者が２以上あるときは、当該詳細調査実施者は、汚染地の詳

細調査を連帯して行わなければならない。 

（詳細調査の計画の承認） 

第４３条 詳細調査実施者は、規則で定める日までに、規則で定めるところにより詳

細調査の計画を定め、市長の承認を受けなければならない。 

２ 詳細調査実施者は、前項の承認を受けた詳細調査の計画の内容を変更しようとす

るときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の承認に当たり、必要があると認める場合は、西条市地下水保全

及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（詳細調査の監督等） 

第４４条 市長は、その職員又は市長が指定する者に、詳細調査を行う汚染地に立ち
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入らせ、詳細調査を監督することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前条第１項又は第２項の規定により承認し

た詳細調査の計画の内容を変更して詳細調査実施者に調査させることができる。 

（詳細調査の結果報告） 

第４５条 詳細調査実施者は、詳細調査を終了したときは、遅滞なくその結果を規則

で定めるところにより市長に報告しなければならない。 

（汚染を浄化する事業） 

第４６条 関係事業者のうち、市長が指定する者（以下「浄化事業実施者」という。

）は、有害物質による土壌及び地質の汚染を浄化する事業（以下「浄化事業」と

いう。）を浄化目標に適合するように行わなければならない。ただし、水質汚濁防

止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の３第１項若しくは第２項又は土壌

汚染対策法第７条第１項の規定により措置が講じられるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による指定に当たり、必要があると認める場合は、西条市地

下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

３ 第４０条から前条までの規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき

は、これらの条の規定による基礎調査又は詳細調査（これらの調査に係る手続を

含む。）の全部又は一部を省略することができる。 

（連帯して行う浄化事業） 

第４７条 浄化事業実施者が２以上あるときは、当該浄化事業実施者は、汚染地の浄

化事業を連帯して行わなければならない。 

（浄化事業の計画の承認） 

第４８条 浄化事業実施者は、規則で定める日までに、規則で定めるところにより浄

化事業の計画を定め、市長の承認を受けなければならない。 

２ 浄化事業実施者は、前項の承認を受けた浄化事業の計画の内容を変更しようとす

るときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の承認に当たり、必要があると認める場合は、西条市地下水保全

及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（浄化事業の監督等） 

第４９条 市長は、その職員又は市長が指定する者に、浄化事業を行う汚染地に立ち

入らせ、浄化事業を監督することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前条第１項又は第２項の規定により承認し

た浄化事業の計画の内容を変更して浄化事業実施者に浄化事業を行わせることが

できる。 

（浄化事業の経過報告） 

第５０条 浄化事業実施者は、その浄化事業の経過について、規則で定めるところに

より市長に報告しなければならない。 
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（浄化事業の終了） 

第５１条 浄化事業実施者は、浄化事業を終了しようとするときは、規則で定めると

ころにより市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認に当たり、必要があると認める場合は、西条市地下水保全及

び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（詳細調査及び浄化事業の実施命令） 

第５２条 市長は、詳細調査実施者又は浄化事業実施者が正当な理由なく詳細調査又

は浄化事業を行わないと認めるときは、当該詳細調査又は浄化事業を行うことを

命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令に当たり、必要があると認める場合は、西条市地

下水保全及び適正利用審議会の意見を聴くことができる。 

（市長が行う基礎調査、詳細調査及び浄化事業） 

第５３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に代わって自ら汚

染地の基礎調査、詳細調査又は浄化事業を行うことができる。 

(1) 土壌、地質又は地下水を汚染した者が不明のとき。 

(2) 関係事業者の所在が不明のとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 市長が前項の規定により自ら汚染地の基礎調査、詳細調査又は浄化事業を行った

場合で、前項各号のいずれにも該当しなくなったときにおける基礎調査、詳細調

査又は浄化事業に要した経費の請求については、法令の定めるところによる。 

３ 市長は、第１項の規定により自ら汚染地の基礎調査、詳細調査又は浄化事業を行

おうとする場合で、必要があると認めるときは、西条市地下水保全及び適正利用

審議会の意見を聴くことができる。 

（所有者等の協力） 

第５４条 汚染地の所有者、占有者又は管理者は、関係事業者、詳細調査実施者若し

くは浄化事業実施者又は市長が行う基礎調査、詳細調査又は浄化事業に協力しな

ければならない。 

第２節 渇水時 

（渇水時の地下水の採取制限等） 

第５５条 市長は、渇水により、地下水の採取制限等の必要が生じたと認めるときは、

生活用水の確保を優先し、採取量の制限又は井戸の一時停止について、期間を定

めて命ずることができる。 

第３節 災害時 

（災害時における地下水の採取制限等） 

第５６条 市長は、台風、豪雨、洪水、地震、津波等の災害時において、地下水の採

取制限等の必要が生じたと認めるときは、採取量の制限又は井戸の一時停止につ
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いて、期間を定めて命ずることができる。 

第５章 雑則 

（立入検査等） 

第５７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員若しくは市長が

指定する者に、事務所その他関係施設の敷地、建物等に立ち入らせ、若しくは土

地の状態、施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は土地若しくは建物の所

有者、占有者若しくは管理者に必要な報告を求めることができる。 

２ 第４４条第１項、第４９条第１項又は前項の規定により立入検査を行う者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

３ 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者は、第１項の立入検査を拒み、又は妨

げてはならない。 

（改善命令） 

第５８条 市長は、第１５条第２項又は第３項の規定による許可の決定を受けた対象

事業場から同条第２項に規定する基準に適合しない排水を排出し、又はそのおそ

れがあると認めるときは、当該対象事業を行っている者に対し、施設の構造又は

排水処理方法の改善等、当該基準に適合した排水を排出するために必要な措置を

講ずるよう命ずることができる。 

２ 市長は、第２０条第１項の規定による届出若しくは同条第３項の規定による変更

の届出があった場合、第２１条の報告があった場合又は前条第１項の規定による

立入検査を行った場合において、有害物質使用事業場で製造、使用、検査、処理、

保管等をされている有害物質が地下水を汚染し、又はそのおそれがあると認める

ときは、有害物質使用事業場を設置した者に対し、地下浸透の防止等、有害物質

が地下水を汚染しないために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

３ 市長は、第２５条第１項の規定による届出若しくは同条第２項の規定による変更

の届出があった場合、第２７条第１項の規定による報告があった場合又は前条第

１項の規定による立入検査を行った場合において、地下工事により地下水の汚濁、

汚染若しくは水量減少又はそのおそれがあると認めるときは、地下工事を行おう

とする者又は行っている者に対し、地下水の汚濁、汚染及び水量減少を生じさせ

ないよう必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

４ 市長は、第３１条第３項の規定による報告があった場合又は前条第１項の規定に

よる立入検査を行った場合において、地下工事以外の工事により地下水の汚濁、

汚染若しくは水量減少又はそのおそれがあると認めるときは、地下工事以外の工

事を行おうとする者又は行っている者に対し、地下水の汚濁、汚染及び水量減少

を生じさせないよう必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

５ 市長は、井戸で地下水を採取することにより周辺住民等が利用する地下水の水質
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又は水量に影響を及ぼし、又はそのおそれがあると認める場合は、井戸を設置し

た者又は管理している者に対し、地下水の水質の保全、水量の回復等、必要な措

置を講ずるよう命ずることができる。 

（承継） 

第５９条 第１５条第２項若しくは第３項の規定による許可の決定を受けた者から当

該許可の決定を受けた対象事業場を譲り受け、若しくは借り受けた者若しくは相

続した者又は当該許可の決定を受けた者との合併等により業務を引き継いだ者は、

当該許可の決定を受けた者の地位を承継する。 

２ 第２０条第１項若しくは第３項の規定による届出をした者から当該届出をした有

害物質使用事業場を譲り受け、若しくは借り受けた者若しくは相続した者又は当

該届出をした者との合併等により業務を引き継いだ者は、当該届出をした者の地

位を承継する。 

３ 第２５条第１項又は第２項の規定による届出をした者との合併等により当該届出

をした地下工事を引き継いだ者は、当該届出をした者の地位を承継する。 

４ 第３４条第２項若しくは第３項の規定による許可の決定を受けた者から当該許可

の決定を受けた井戸を譲り受け、若しくは借り受けた者若しくは相続した者又は

当該許可の決定を受けた者との合併等により業務を引き継いだ者は、当該許可の

決定を受けた者の地位を承継する。 

（表彰） 

第６０条 市長は、地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関し、顕著な功績があ

った者又は団体を表彰することができる。 

（地下水保全及び適正利用審議会） 

第６１条 地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関し必要な事項を審議するため、

西条市地下水保全及び適正利用審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、この条例に基づく市長の諮問に関する事項その他の地下水の保全及び

管理並びに適正な利用のために必要な事項について、必要に応じて調査し、及び

審議する。 

３ 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

４ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

５ 審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（委任） 
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第６２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（違反者等の氏名等の公表） 

第６３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名等

を公表することができる。 

(1) 第１６条第２項の規定による対象事業場の設置の一時停止命令に違反した者 

(2) 第１９条第１項の規定に違反して、規制事業場を設置した者 

(3) 第１９条第２項の規定による規制事業場の設置の中止、原状回復又は代替措

置の実施命令に違反した者 

(4) 第２７条第２項の規定による水質検査又は水量調査の実施命令に違反した者 

(5) 第２７条第３項の規定による水質検査又は水量調査の結果の報告をしなかっ

た者又は虚偽の報告をした者 

(6) 第２７条第４項の規定による措置を講じない者 

(7) 第２８条の規定による地下工事の一時停止命令に違反した者 

(8) 第３１条第２項の規定による水質検査又は水量調査の実施命令に違反した者 

(9) 第３１条第３項の規定による水質検査又は水量調査の結果の報告をしなかっ

た者又は虚偽の報告をした者 

(10) 第３１条第４項の規定による地下工事以外の工事の一時停止命令に違反した

者 

(11) 第３１条第５項の規定による措置を講じない者 

(12) 第３５条の規定による井戸の設置の一時停止命令に違反した者 

(13) 第３９条第１項の規定による井戸の撤去、原状回復又は代替措置を行わない

者 

(14) 第５７条第３項の規定に違反して、立入検査を拒み、又は妨げた者 

(15) 第５８条第１項の規定による基準に適合しない排水に係る必要な措置の実施

命令に違反した者 

(16) 第５８条第２項の規定による有害物質が地下水を汚染しないために必要な措

置の実施命令に違反した者 

(17) 第５８条第５項の規定による地下水の水質の保全、水量の回復等の必要な措

置の実施命令に違反した者 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、その者に対し、あらかじ

め、意見を述べる機会を与えなければならない。 

第６章 罰則 

第６４条 第１９条第２項の規定による規制事業場の設置の中止、原状回復又は代替

措置の実施命令に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 
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(1) 第１６条第２項の規定による対象事業場の設置の一時停止命令に違反した者 

(2) 第１９条第１項の規定に違反して、規制事業場を設置した者 

(3) 第２７条第２項の規定による水質検査又は水量調査の実施命令に違反した者 

(4) 第２７条第３項の規定による水質検査又は水量調査の結果の報告をしなかっ

た者又は虚偽の報告をした者 

(5) 第２７条第４項の規定による措置を講じない者 

(6) 第２８条の規定による地下工事の一時停止命令に違反した者 

(7) 第３１条第２項の規定による水質検査又は水量調査の実施命令に違反した者 

(8) 第３１条第３項の規定による水質検査又は水量調査の結果の報告をしなかっ

た者又は虚偽の報告をした者 

(9) 第３１条第４項の規定による地下工事以外の工事の一時停止命令に違反した

者 

(10) 第３１条第５項の規定による措置を講じない者 

(11) 第３５条の規定による井戸の設置の一時停止命令に違反した者 

(12) 第３９条第１項の規定による井戸の撤去、原状回復又は代替措置を行わない

者 

(13) 第５７条第３項の規定に違反して、立入検査を拒み、又は妨げた者 

(14) 第５８条第１項の規定による基準に適合しない排水に係る必要な措置の実施

命令に違反した者 

(15) 第５８条第２項の規定による有害物質が地下水を汚染しないために必要な措

置の実施命令に違反した者 

(16) 第５８条第５項の規定による地下水の水質の保全、水量の回復等の必要な措

置の実施命令に違反した者 

第６５条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、第１３条、第６１条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 審議会による調査及び審議その他必要な準備行為は、施行日前においても行うこ

とができる。 

（西條市地下水の保全に関する条例の廃止） 

３ 西條市地下水の保全に関する条例（平成１６年西條市条例第２号）は、廃止する。 

（西条市環境基本条例の一部改正） 
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４ 西条市環境基本条例（平成１８年西条市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

（水環境の保全） 

第１４条 市は、良好な水環境を保全す

るため、西条市河川の清流を守る条例

（平成１６年西条市条例第１５２号）

及び西条市地下水の保全及び管理並び

に適正な利用に関する条例（令和 年

西条市条例第 号）に定めるもののほ

か、必要な措置を講ずるものとする。 

（水環境の保全） 

第１４条 市は、良好な水環境を保全す

るため、西条市河川の清流を守る条例

（平成１６年西条市条例第１５２号）

及び西條市地下水の保全に関する条例

（平成１６年西條市条例第２号）  

         に定めるもののほ

か、必要な措置を講ずるものとする。 

（既存事業場等の取扱い） 

５ 市長は、この条例の施行の際、第１条の目的を達成するため、次に掲げる者に対

し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

(1) 対象事業を行っている者及び対象事業を行うための対象事業場の設置に着手

している者 

(2) 有害物質使用事業場を設置している者及びその設置に着手している者 

(3) 地下工事に着手している者 

(4) 井戸を管理している者及び井戸の設置に着手している者並びに専用水道を管

理している者及び専用水道の設置に着手している者 

（対象事業に関する経過措置） 

６ この条例の施行の際、前項第１号に規定する者は、市長に対し、速やかに規則で

定める事項を届け出なければならない。 

（有害物質使用事業場に関する経過措置） 

７ この条例の施行の際、附則第５項第２号に規定する者は、市長に対し、速やかに

規則で定める事項を届け出なければならない。 

（地下工事に関する経過措置） 

８ この条例の施行の際、附則第５項第３号に規定する者は、市長に対し、速やかに

規則で定める事項を届け出なければならない。 

（井戸の設置等に関する経過措置） 

９ この条例の施行の際、現に第３２条第１項各号に規定する井戸の設置に着手して

いる者は、井戸の設置が完了したときは、市長に対し、速やかに規則で定める事

項を届け出なければならない。 
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１０ 前項の規定による届出をした者については、第３７条の規定を準用する。 

１１ この条例の施行の際、現に第３２条第１項各号に規定する井戸を管理している

者及び専用水道を管理している者については、第３７条及び第３８条の規定を準

用する。 

（審議会の委員の任期に関する経過措置） 

１２ 第６１条第５項の規定にかかわらず、附則第１項ただし書に規定する施行の日

以後、最初に委嘱された委員の任期は、令和７年３月３１日とする。 

（罰則に関する経過措置） 

１３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 
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別表第１（第２条関係） 

対象事業 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に規定す

る一般廃棄物処分業及び産業廃棄物処分業 

２ ゴルフ場を営む事業 

３ 砕石業 

４ 採石業 

５ 砂利採取業（河川の氾濫防止及び河床目詰まり防止のための工事は除く。） 

６ 生コンクリート又はセメント製品製造業 

７ 石油精製業（潤滑油再生業を含む。） 

８ 有機化学工業製品製造業 

９ その他地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業と

して市長が認めるもの 

別表第２（第２条関係） 

有害物質 

１ カドミウム及びその化合物 

２ シアン化合物 

３ 有機燐化合物（ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチ

オン）、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチオン

）、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジメトン）

及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）に

限る。） 

４ 鉛及びその化合物 

５ 六価クロム化合物 

６ 砒素及びその化合物 

７ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 

８ ポリ塩化ビフェニル 

９ トリクロロエチレン 

１０ テトラクロロエチレン 

１１ ジクロロメタン 

１２ 四塩化炭素 

１３ １，２－ジクロロエタン 

１４ １，１－ジクロロエチレン 

１５ １，２－ジクロロエチレン 

１６ １，１，１－トリクロロエタン 
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１７ １，１，２－トリクロロエタン 

１８ １，３－ジクロロプロペン 

１９ チウラム 

２０ シマジン 

２１ チオベンカルブ 

２２ ベンゼン 

２３ セレン及びその化合物 

２４ ほう素及びその化合物 

２５ ふっ素及びその化合物 

２６ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

２７ クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 

２８ １，４－ジオキサン 

２９ ダイオキシン類 

別表第３（第１５条関係） 

１ 排水の汚染状態に関する事項 

対象事業場から排出される排水の汚染状態に関する基準は、法令に定めるもの

のほか、水源涵養保全地域については、次のとおりとする。 

項目 基準値 測定方法 

(1) 生活環境に関する項目 排水基準を定める省

令（昭和４６年総理

府令第３５号）第２

条の規定により環境

大臣が定める方法 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） ２０ｍｇ／Ｌ以下 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ

） 

２０ｍｇ／Ｌ以下 

浮遊物質量（ＳＳ） ２０ｍｇ／Ｌ以下 

(2) 人の健康の保護に関する項目 地下水の水質汚濁に

係る環境基準（平成

９年環境庁告示第１

０ 号 ） に 定 め る 方

法。ただし、有機燐

については、日本産

業規格（産業標準化

法（昭和２４年法律

第１８５号）第２０

条第１項の日本産業

規格をいう。）Ｋ０１

０２に定める方法 

カドミウム ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと。 

有機燐 検出されないこと。 

鉛 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

六価クロム ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

砒素 ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

総水銀 ０．０００５ｍｇ／Ｌ以下

アルキル水銀 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

トリクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 



35 

ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／Ｌ以下  

四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

１，２―ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１―ジクロロエチレン ０．１ｍｇ／Ｌ以下 

１，２―ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，１―トリクロロエタン １ｍｇ／Ｌ以下 

１，１，２―トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

１，３―ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／Ｌ以下 

チウラム ０．００６ｍｇ／Ｌ以下 

シマジン ０．００３ｍｇ／Ｌ以下 

チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

ベンゼン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

セレン ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 

ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 

ふっ素 ０．８ｍｇ／Ｌ以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／Ｌ以下 

クロロエチレン ０．００２ ｍｇ／Ｌ以下

１，４―ジオキサン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

(3) その他の項目 水質基準に関する省

令（平成１５年厚生

労働省令１０１号）

に定める方法。ただ

し、ダイオキシン類

については、ダイオ

キシン類による大気

の汚染、水質の汚濁

（水底の底質の汚染

を含む。）及び土壌の

汚染に係る環境基準

（平成１１年環境庁

告示第６８号）に定

める方法 

亜鉛 １．０ｍｇ／Ｌ以下 

アルミニウム ０．２ｍｇ／Ｌ以下 

鉄 ０．３ｍｇ／Ｌ以下 

銅 １．０ｍｇ／Ｌ以下 

ナトリウム ２００ｍｇ／Ｌ以下 

マンガン ０．０５ｍｇ／Ｌ以下 

陰イオン界面活性剤 ０．２ｍｇ／Ｌ以下 

非イオン界面活性剤 ０．０２ｍｇ／Ｌ以下 

フェノール類 ０．００５ｍｇ／Ｌ以下 

ダイオキシン類 １ｐｇ―ＴＥＱ／Ｌ以下 

(4) 農薬類（ゴルフ場に適用）  

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被

害防止に係る指導指針（令和２年３月２７日付け環水大土発第２００３２７１号



36 

環境省水・大気環境局長通知）に定める項目、基準値及び測定方法 

２ 有害物質の取扱い、処分等に関する事項 

有害物質の取扱い、処分等に関し、次に掲げる事項が守られているものである

こと。 

(1) 有害物質及びその中間生成物並びにこれらの有害物質等を含むおそれのある

物並びに油分が流出するおそれのある物は、地下に浸透しないよう厳重に取り

扱わなければならない。 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第

２条の４に規定する感染性産業廃棄物又は特定有害産業廃棄物を処分するもの

でないこと。 

(3) 廃棄物の処分をしようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる水質に係る調

査を実施し、影響が想定される場合は対策を講ずること。 

ア 計画地の周辺の水質調査 

イ 計画地の周辺に井戸がある場合は、その水質調査 

ウ 浸出水の防止対策 

エ その他水質に関して必要と認められる調査及び対策 

(4) 廃棄物の処分に当たっては、事業場からの排水はその全量を適切に処理する

とともに、水処理施設からの排水は施設区域内で循環再利用を図り、施設区域

外への流出を極力抑制すること。 

(5) 廃棄物の処分施設等から排出し、及び浸出する排水は、その全量を貯留する

こと。また、その貯留施設からの排水は処理を行った後、排出すること。 

３ ゴルフ場に関する事項 

ゴルフ場において使用される農薬等により地下水が汚染されるのを未然に防止

するため、次に掲げる事項が守られているものであること。 

(1) ゴルフ場において病虫害等の防除のために使用する農薬は、適正に使用する

こと。 

(2) 頻繁に農薬を使用するグリーン等からの排水は原則として排水系統を分離し

物理化学的処理を行い、貯水池に魚類を飼うなど排水の安全性を確かめるとと

もに、処理水は芝生への散水等の再利用に努めること。 

(3) ゴルフ場において使用する除草剤、殺虫剤、殺菌剤等について、これらの農

薬が地下水に混入した場合でも十分に安全であると判断し得る資料を提出する

こと。 

(4) 農薬の使用について、可能な限り使用量を削減するよう努めること。 

(5) 農薬等の散布は、散布直後の降雨により公共水域へ流出することのないよう

適切な散布計画を立案すること。 

４ その他の事項 
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その他地表水及び地下水の水質及び水量に影響を及ぼさないため、次に掲げる

事項が守られるものであること。 

(1) 各基準事項の遵守の状況を確認するための報告及び対象事業場への立入検査

等に協力するとともに、地表水及び地下水の水質及び水量に影響を及ぼさない

ための改善等の指導に従うこと。 

(2) 土地の改変を伴う造成工事を行う必要がある場合には、工事着手から仮設工

事段階を経て本工事に至る全ての段階で地表水及び地下水の水質及び水量に影

響を及ぼさないよう万全を期すこと。また、ゴルフ場の造成等に当たっては、

開発区域内の水の流れ及び排水経路を現地調査により把握し、地表水及び地下

水の水質及び水量に影響を及ぼさないよう万全を期すこと。 

(3) 対象事業場から河川等の公共水域に排水するに当たっては、排水する公共水

域の水質を汚濁するものでないこと。 

(4) 将来にわたって地表水及び地下水の水質及び水量に影響を及ぼすおそれのな

いものであること。 
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提案理由 

石鎚山をはじめとする豊かな森林環境からの恵沢であり、平野を流れ瀬戸内海に

注ぐ流域水循環の中で地下に浸透し育まれるうちぬきその他の地下水が、本市の環境、

市民の暮らし及び産業に欠かすことのできない重要な地域資源であることに鑑み、地

下水を市民の共有財産である地域公水と位置付け、育水の考えの下、保全し、及び管

理し、並びに適正な利用を図ることにより、清浄で豊かな地下水を次世代へ引き継ぎ、

もって市民の健康の保持、快適で持続可能な生活環境の確保及び維持並びに持続可能

な産業の発展に寄与するため、所要の条例を制定しようとするものである。 
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議案第６８号 

 

西条市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

西条市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

西条市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年西条市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員

） 

（育児休業をすることができない職員

） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 非常勤職員であって、次のいずれ

かに該当するもの以外の非常勤職員 

 

ア 次のいずれにも該当する非常勤

職員 

 

(ｱ) その養育する子(育児休業法

第２条第１項に規定する子をい

う。以下同じ。)が１歳６か月

に達する日(以下「１歳６か月

到達日」という。)（当該子の

出生の日から第３条の２に規定

する期間内に育児休業をしよう

とする場合にあっては当該期間

の末日から６月を経過する日、

第２条の４の規定に該当する場

合にあっては当該子が２歳に達

する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了する

こと及び引き続いて任命権者を

同じくする職（以下「特定職」

という。）に採用されないこと

が明らかでない非常勤職員 
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(ｲ) 勤務日の日数を考慮して規則

で定める非常勤職員 

 

イ 次のいずれかに該当する非常勤

職員 

 

(ｱ) その養育する子が１歳に達す

る日(以下「１歳到達日」とい

う。)（当該子について当該非

常勤職員が第２条の３第２号に

掲げる場合に該当してする育児

休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされ

た日。以下(ｱ)において同じ。）

において育児休業をしている非

常勤職員であって、同条第３号

に掲げる場合に該当して当該子

の１歳到達日の翌日を育児休業

の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

 

(ｲ) その任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をし

ている場合であって、当該任期

を更新され、又は当該任期の満

了後引き続いて特定職に採用さ

れることに伴い、当該育児休業

に係る子について、当該更新前

の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとする

もの 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定

める者 ） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める者 は、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の４

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める職員は、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の４
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第１号に規定する養育里親である職員

（児童の親その他の同法第２７条第４

項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第２

号に規定する養子縁組里親として  

                 

    当該児童を委託することがで

きない職員に限る。）に同法第２７条

第１項第３号の規定により委託されて

いる当該児童とする。 

第２項に規定する養育里親である職員

（児童の親その他の同法第２７条第４

項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第１

項に規定する里親であって養子縁組に

よって養親となることを希望している

者として当該児童を委託することがで

きない職員に限る。）に同法第２７条

第１項第３号の規定により委託されて

いる当該児童とする。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定

める日） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定

める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める

日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める

日とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外

の場合 非常勤職員       

                

                

                

          の養育する子

の１歳の到達日 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外

の場合 地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２２条の２第１項に掲げる

会計年度任用職員（以下「会計年度

任用職員」という。）の養育する子

の１歳の到達日 

(2) 非常勤職員   の配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）

が当該非常勤職員   の養育する

子の１歳到達日以前のいずれかの日

において当該子を養育するために育

児休業法その他の法律の規定による

育児休業（以下この条及び次条にお

いて「市等育児休業」という。）を

している場合において当該非常勤職

員   が当該子について育児休業

をしようとする場合（当該育児休業

(2) 会計年度任用職員の配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）

が当該会計年度任用職員の養育する

子の１歳到達日以前のいずれかの日

において当該子を養育するために育

児休業法その他の法律の規定による

育児休業（以下この条及び次条にお

いて「市等育児休業」という。）を

している場合において当該会計年度

任用職員が当該子について育児休業

をしようとする場合（当該育児休業
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の期間の初日とされた日が当該子の

１歳到達日の翌日後である場合又は

当該市等育児休業の期間の初日前で

ある場合を除く。） 当該子が１歳

２か月に達する日（当該日が当該育

児休業の期間の初日とされた日から

起算して育児休業等可能日数（当該

子の出生の日から当該子の１歳到達

日までの日数をいう。）から育児休

業等取得日数（当該子の出生の日以

後当該非常勤職員   が西条市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１６年西条市条例第３１号。

以下「勤務時間条例」という。）第

１６条第１項第１号若しくは第２号

又は第１９条の規定による産前休暇

又は産後休暇          

                

                

                

                

                

                

                

         により勤務しな

かった日数と当該子について育児休

業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経

過する日） 

の期間の初日とされた日が当該子の

１歳到達日の翌日後である場合又は

当該市等育児休業の期間の初日前で

ある場合を除く。） 当該子が１歳

２箇月に達する日（当該日が当該育

児休業の期間の初日とされた日から

起算して育児休業等可能日数（当該

子の出生の日から当該子の１歳到達

日までの日数をいう。）から育児休

業等取得日数（当該子の出生の日以

後当該会計年度任用職員が西条市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１６年西条市条例第３１号。

以下「勤務時間条例」という。）第

１９条の規定により任命権者が定め

た産前休暇又は産後休暇（再任用短

時間勤務職員（法第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員で同法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるものをいう。以下同

じ。）である場合にあっては、勤務

時間条例第１６条第１項第１号又は

第２号の特別休暇）により勤務しな

かった日数と当該子について育児休

業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経

過する日） 

(3) １歳から１歳６か月に達するまで

の子を養育する非常勤職員が、次に

掲げる場合のいずれにも該当する場

合（当該子についてこの号に掲げる

場合に該当して育児休業をしている

(3) １歳から１歳６箇月に達するまで

の子を養育するため、会計年度任用

職員が当該子の１歳到達日（当該子

を養育する会計年度任用職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休
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場合であって第３条第７号に掲げる

事情に該当するときはイ及びウに掲

げる場合に該当する場合、市長が規

則で定める特別の事情がある場合に

あってはウに掲げる場合に該当する

場合）             

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

           当該子の１

歳６か月到達日 

業又は当該会計年度任用職員の配偶

者が同号に掲げる場合若しくはこれ

に相当する場合に該当してする市等

育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日

と当該市等育児休業の期間の末日と

された日が異なるときは、そのいず

れかの日））の翌日（当該子の１歳

到達日後の期間においてこの号に掲

げる場合に該当してその任期の末日

を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしている会計年度任用職員で

あって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続

き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする

場合であって、次に掲げる場合のい

ずれにも該当するとき 当該子の１

歳６箇月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳

到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休

業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする市等

育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該市等育児休業の期

間の末日とされた日が異なるとき
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は、そのいずれかの日））の翌日

（当該配偶者がこの号に掲げる場

合又はこれに相当する場合に該当

して市等育児休業をする場合にあ

っては、当該市等育児休業の期間

の末日とされた日の翌日以前の日

）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職

員   が当該子の１歳到達日

（当該非常勤職員   が前号に

掲げる場合に該当してする育児休

業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員   の配偶者

が当該子の１歳到達日（当該配偶

者が同号に掲げる場合又はこれに

相当する場合に該当してする市等

育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた

日）において市等育児休業をして

いる場合 

ア 当該子について、当該会計年度

任用職員が当該子の１歳到達日

（当該会計年度任用職員が   

          する育児休

業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている場合又

は当該会計年度任用職員の配偶者

が当該子の１歳到達日（当該配偶

者が             

           する市等

育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた

日）において市等育児休業をして

いる場合 

ウ （略） イ （略） 

エ 当該子について、当該非常勤職

員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末

日とされた日）後の期間において

この号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合 
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（育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める場合は、１歳６か月から

２歳に達するまでの子を養育する非常

勤職員が、次の各号に掲げる場合のい

ずれにも該当する場合（当該子につい

てこの条の規定に該当して育児休業を

している場合であって次条第７号に掲

げる事情に該当するときは第２号及び

第３号に掲げる場合に該当する場合、

市長が規則で定める特別の事情がある

場合にあっては同号に掲げる場合に該

当する場合）           

                 

                 

                 

           とする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の

条例で定める場合は、１歳６箇月から

２歳に達するまでの子を養育するため 

、会計年度任用職員が当該子の１歳６

箇月到達日の翌日（当該子の１歳６箇

月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をして

いる会計年度任用職員であって、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されるもの

にあっては、当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合であって、次の各号の

いずれにも該当するときとする。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６

か月到達日の翌日（当該非常勤職員

の配偶者がこの条の規定に該当し、

又はこれに相当する場合に該当して

市等育児休業をする場合にあって

は、当該市等育児休業の期間の末日

とされた日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合 

 

(2) 当該子について、当該非常勤職員

   が当該子の１歳６か月到達日

において育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員   の配偶者が

当該子の１歳６か月到達日において

市等育児休業をしている場合 

(1) 当該子について、当該会計年度任

用職員が当該子の１歳６箇月到達日

において育児休業をしている場合又

は当該会計年度任用職員の配偶者が

当該子の１歳６箇月到達日において

市等育児休業をしている場合 

(3) 当該子の１歳６か月到達日後の期

間について育児休業をすることが継

(2) 当該子の１歳６箇月到達日後の期

間について育児休業をすることが継
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続的な勤務のために特に必要と認め

られる場合として市長が規則で定め

る場合に該当する場合 

続的な勤務のために特に必要と認め

られる場合として市長が規則で定め

る場合に該当する場合 

(4) 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の１歳６か月到達日後の期

間においてこの条の規定に該当して

育休業をしたことがない場合 

 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の

人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間） 

 第２条の５ 育児休業法第２条第１項た

だし書の人事院規則で定める期間を基

準として条例で定める期間は、５７日

間とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

 (5) 育児休業（この号の規定に該当し

たことにより当該育児休業に係る子

について既にしたものを除く。）の

終了後、３月以上の期間を経過した

こと（当該育児休業をした職員が、

当該育児休業の承認の請求の際育児

休業により当該子を養育するための

計画について育児休業等計画書によ

り任命権者に申し出た場合に限る。

）。 

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院

したこと、配偶者と別居したこと、

育児休業に係る子について児童福祉

法第３９条第１項に規定する保育

所、就学前の子どもに関する教育、

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院

したこと、配偶者と別居したこと 
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保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）

第２条第６項に規定する認定子ども

園又は児童福祉法第２４条第２項に

規定する家庭的保育事業等（以下

「保育所等」という。）における保

育の利用を希望し、申込みを行って

いるが、当面その実施が行われない

ことその他の育児休業の終了時に予

測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係る

子について育児休業をしなければそ

の養育に著しい支障が生じることと

なったこと。 

                

                

                

                

                

                

                

                

  その他の育児休業の終了時に予

測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係る

子について育児休業をしなければそ

の養育に著しい支障が生じることと

なったこと。 

(6) 第２条の３第３号に掲げる場合に

該当すること又は第２条の４の規定

に該当すること。 

 

(7) 任期を定めて採用された職員であ

って、当該任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をしてい

るものが、当該任期を更新され、又

は当該任期の満了後引き続いて特定

職に採用されることに伴い、当該育

児休業に係る子について、当該更新

前の任期の末日の翌日又は当該採用

の日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとすること。 

 

（育児休業法第２条第１項第１号の人

事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間） 

 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第

１号の人事院規則で定める期間を基準

として条例で定める期間は、５７日間

とする。 

 

（育児休業の期間の再度の延長ができ （育児休業の期間の再度の延長ができ
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る特別の事情） る特別の事情） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例

で定める特別の事情は、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者

と別居したこと、育児休業に係る子に

ついて保育所等における保育の利用を

希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないことその他の育

児休業の期間の延長の請求時に予測す

ることができなかった事実が生じたこ

とにより当該育児休業に係る子につい

て育児休業の期間の再度の延長をしな

ければその養育に著しい支障が生じる

こととなったこととする。 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例

で定める特別の事情は、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者

と別居したこと          

                 

                 

            その他の育

児休業の期間の延長の請求時に予測す

ることができなかった事実が生じたこ

とにより当該育児休業に係る子につい

て育児休業の期間の再度の延長をしな

ければその養育に著しい支障が生じる

こととなったこととする。 

（育児休業をしている職員の期末手当

等の支給） 

（育児休業をしている職員の期末手当

等の支給） 

第７条 西条市職員の給与に関する条例

（平成１６年西条市条例第４１号。以

下「給与条例」という。）第１９条第

１項又は西条市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（令和元

年西条市条例第１８号。以下「会計年

度任用職員給与条例という。）第１５

条に規定するそれぞれの基準日に育児

休業をしている職員のうち、基準日以

前６か月以内の期間において勤務した

期間（規則で定めるこれに相当する期

間を含む。）がある職員には、当該基

準日に係る期末手当を支給する。 

第７条 西条市職員の給与に関する条例

（平成１６年西条市条例第４１号。以

下「給与条例」という。）第１９条第

１項               

                 

                 

                 

 に規定するそれぞれの基準日に育児

休業をしている職員のうち、基準日以

前６箇月以内の期間において勤務した

期間（規則で定めるこれに相当する期

間を含む。）がある職員には、当該基

準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与条例第１９条の４第１項に規定

するそれぞれの基準日に育児休業をし

ている職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員（以下

「会計年度任用職員」という。）を除

２ 給与条例第１９条の４第１項に規定

するそれぞれの基準日に育児休業をし

ている職員（法第２２条の２第１項第

１号に掲げる職員         

                 

               を除



50 

く。）のうち、基準日以前６か月以内

の期間において勤務した期間がある職

員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

く。）のうち、基準日以前６箇月以内

の期間において勤務した期間がある職

員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

（育児短時間勤務をすることができな

い職員） 

（育児短時間勤務をすることができな

い職員） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の

条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の

条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1) 地方公務員法第２６条の６第７項

又は育児休業法第６条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員 

(1) 育児休業法第６条第１項    

             の規定

により任期を定めて採用された職員 

(2) （略） (2) （略） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日か

ら起算して１年を経過しない場合に育

児短時間勤務をすることができる特別

の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日か

ら起算して１年を経過しない場合に育

児短時間勤務をすることができる特別

の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項た

だし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

第１１条 育児休業法第１０条第１項た

だし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に

該当したことにより当該育児短時間

勤務に係る子について既にしたもの

を除く。）の終了後、３月以上の期

間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間

勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計

画について育児短時間勤務計画書に

より任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に

該当したことにより当該育児短時間

勤務に係る子について既にしたもの

を除く。）の終了後、３月以上の期

間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間

勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計

画について育児休業等計画書  に

より任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院

したこと、配偶者と別居したこと、

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院

したこと、配偶者と別居したこと 
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育児短時間勤務に係る子について保

育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないことその他の育

児短時間勤務の終了時に予測するこ

とができなかった事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子

について育児短時間勤務をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じるこ

ととなったこと。 

                

                

                

           その他の育

児短時間勤務の終了時に予測するこ

とができなかった事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子

について育児短時間勤務をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じるこ

ととなったこと。 

（部分休業をすることができない職員

） 

（部分休業をすることができない職員

） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の

条例で定める職員は、次に掲げる職員

                 

           とする。 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の

条例で定める職員は、育児短時間勤務

又は育児休業法第１７条の規定による

短時間勤務をしている職員とする。 

(1) 育児休業法第１７条の規定による

短時間勤務をしている職員 

 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める非常

勤職員以外の非常勤職員（地方公務

員法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員等」とい

う。）を除く。） 

 

（部分休業承認） （部分休業承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９

条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、正規の勤務時

間（非常勤職員（再任用短時間勤務職

員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては、当該非常勤職員に

ついて定められた勤務時間）の始め又

は終わりにおいて、３０分を単位とし

て行うものとする。 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９

条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、正規の勤務時

間                

                 

                 

             の始め又

は終わりにおいて、３０分を単位とし

て行うものとする。 
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２ 勤務時間条例第１６条第２項の規定

による子の保育のための休暇    

                 

        又は勤務時間条例第

１７条の２第１項の規定による介護時

間の承認を受けて勤務しない職員（非

常勤職員を除く。）に対する部分休業

の承認については、１日につき２時間

から当該子の保育のための休暇又は当

該介護時間の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

２ 西条市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例施行規則（平成１６年西条市

規則第２５号）第１５条第１１号の規

定による育児時間又は勤務時間条例第

１７条の２第１項の規定による介護時

間の承認を受けて勤務しない職員  

         に対する部分休業

の承認については、１日につき２時間

から当該育児時間      又は当

該介護時間の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認

については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤

務時間から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内で（当該非常勤職員

が勤務時間条例第１６条第２項又は第

１９条の規定による子の保育のための

休暇又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成３年法律第７６号）第６

１条第３２項において読み替えて準用

する同条第２９項の規定による介護を

するための時間（以下「介護をするた

めの時間」という。）の承認を受けて

勤務しない場合にあっては、当該時間

を超えない範囲内で、かつ、２時間か

ら当該子の保育のための休暇又は当該

介護をするための時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内で）行うものとする。 

 

（部分休業をしている職員の給与の取

扱い） 

（部分休業をしている職員の給与の取

扱い） 

第２１条 職員が部分休業の承認を受け 第２１条 職員が部分休業の承認を受け
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て勤務しない場合には、給与条例第１

１条及び会計年度任用職員給与条例第

９条の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、給与条例第１７条

及び会計年度任用職員給与条例第１４

条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して支給する。 

て勤務しない場合には、給与条例第１

１条               

  の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、給与条例第１７条

                 

 に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して支給する。 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

（妊娠又は出産等についての申出があ

った場合における措置等） 

 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命

権者に対し、当該職員又はその配偶者

が妊娠し、又は出産したことその他こ

れに準ずる事実を申し出たときは、当

該職員に対して、育児休業に関する制

度その他の事項を知らせるとともに、

育児休業の承認の請求に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の

措置を講じなければならない。 

 

２ 任命権者は、職員が前項の規定によ

る申出をしたことを理由として、当該

職員が不利益な取扱いを受けることが

ないようにしなければならない。 

 

（勤務環境の整備に関する措置）  

第２４条 任命権者は、育児休業の承認

の請求が円滑に行われるようにするた

め、次の各号のいずれかの措置を講じ

なければならない。 

 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修

の実施 

 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備  

(3) その他育児休業に係る勤務環境の

整備に関する措置 

 

第２５条 （略） 第２３条 （略） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例によ

る改正前の西条市職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に係る部分に限

る。）及び第１１条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお

従前の例による。 
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提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改

正する法律（令和４年法律第３５号）が施行されること等に伴い、所要の条例改正を

行おうとするものである。 

 

  



56 
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議案第６９号 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市手数料条例の一部を改正する条例 

西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 単

位 

金額 摘要 

１ ～ １ ０ ７  

（略） 

   

１０８ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第５条

第６項又は第

７項の規定に

基づく長期優

良住宅維持保

全計画の認定

の申請に対す

る審査 

１

件

に

つ

き 

１０７の項

種類欄 ( 2 )の

ア又はイに掲

げる場合の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額と

同一の額 

 

１０９ （略）    

１１０ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第８条

第１項の規定

に基づく長期

優良住宅維持

保全計画の変

更の認定の申

請に対する審

査 

１

件

に

つ

き 

１０７の項

種類欄 ( 2 )の

ア又はイに掲

げる場合の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

当 該

金 額

に １

０ ０

円 未

満 の

端 数

が あ

る と

き は

、 こ

れ を

種類 単

位 

金額 摘要 

１ ～ １ ０ ７  

（略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

１０８ （略）    
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   四 捨

五 入

す る

。 

１１１ （略）    

１１２ （略）    

１１３ 都市の

低炭素化の促

進に関する法

律第５５条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の変更認

定の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係

る低炭素建

築物新築等

計画が建築

基準法第６

条第１項に

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出ない

者 

１１２の項

種類欄 ( 1 )に

掲げる場合の

区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する額 

 

(2) 変更に係

る低炭素建

築物新築等

計画が建築

基準法第６

条第１項に

次に掲げる

額（ウに掲げ

る額にあって

は、当該審査

に建築基準法

第８７条の４

 

 

 

 

  

１０９ （略）   

１１０ （略）    

１１１ 都市の

低炭素化の促

進に関する法

律第５５条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の変更認

定の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係

る低炭素建

築物新築等

計画が建築

基準法第６

条第１項に

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出ない

者 

１１０の項

種類欄 ( 1 )に

掲げる場合の

区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する額 

 

(2) 変更に係

る低炭素建

築物新築等

計画が建築

基準法第６

条第１項に

次に掲げる

額（ウに掲げ

る額にあって

は、当該審査

に建築基準法

第８７条の４
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規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出る者 

の昇降機に係

る部分が含ま

れる場合に限

る 。） を 合 算

した金額 

 ア １１２の

項種類欄(1

) に 掲 げ る

場合の区分

に応じ、そ

れぞれ当該

手数料の金

額の２分の

１に相当す

る額。ただ

し、都市の

低炭素化の

促進に関す

る法律第５

４条第１項

に掲げる基

準の適合性

に関し、登

録住宅性能

評価機関若

しくは登録

建築物エネ

ルギー消費

性能判定機

関の技術的

審査を受け

たもの又は

設計住宅性

能評価書の

交付を受け

 

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出る者 

の昇降機に係

る部分が含ま

れる場合に限

る 。） を 合 算

した金額 

 ア １１０の

項種類欄(1

) に 掲 げ る

場合の区分

に応じ、そ

れぞれ当該

手数料の金

額の２分の

１に相当す

る額。ただ

し、都市の

低炭素化の

促進に関す

る法律第５

４条第１項

に掲げる基

準の適合性

に関し、登

録住宅性能

評価機関若

しくは登録

建築物エネ

ルギー消費

性能判定機

関の技術的

審査を受け

たもの又は

設計住宅性

能評価書の

交付を受け
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たもの以外

のものであ

る場合に限

る。 

  イ、ウ (略)  

１１４ （略）    

１１５ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律第１２条第

２項及び第１

３条第３項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画の変

更に係る建築

物エネルギー

消費性能適合

性判定審査 

１

件

に

つ

き 

１１４の項

種類欄に掲げ

る建築物の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

(略) 

１１６ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律 施 行 規 則

（平成２８年

国土交通省令

第５号）第１

１条の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能確保計

画の軽微な変

更に関する証

１

件

に

つ

き 

１１４の項

種類欄に掲げ

る建築物の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

(略) 

たもの以外

のものであ

る場合に限

る。 

  イ、ウ (略)  

１１２ （略）    

１１３ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律第１２条第

２項及び第１

３条第３項の

規定に基づく

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画の変

更に係る建築

物エネルギー

消費性能適合

性判定審査 

１

件

に

つ

き 

１１２の項

種類欄に掲げ

る建築物の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

(略) 

１１４ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律 施 行 規 則

（平成２８年

国土交通省令

第５号）第１

１条の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能確保計

画の軽微な変

更に関する証

１

件

に

つ

き 

１１２の項

種類欄に掲げ

る建築物の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

(略) 
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明書の交付    

１１７ （略）    

１１８ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律第３１条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係

る建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画が建築

基準法第６

条第１項に

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出ない

者 

 １１７の項

種類欄 ( 1 )ア

又はイに掲げ

る場合の区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の２

分の１に相当

する金額 

 

(2) 変更に係

る建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画が建築

基準法第６

条第１項に

 次に掲げる

額（ウに掲げ

る額にあって

は、当該審査

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係

 

明書の交付    

１１５ （略）    

１１６ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律第３１条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

 (略) 

(1) 変更に係

る建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画が建築

基準法第６

条第１項に

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出ない

者 

 １１５の項

種類欄 ( 1 )ア

又はイに掲げ

る場合の区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の２

分の１に相当

する金額 

 

(2) 変更に係

る建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画が建築

基準法第６

条第１項に

 次に掲げる

額（ウに掲げ

る額にあって

は、当該審査

に建築基準法

第８７条の４

の昇降機に係
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規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出る者 

る部分が含ま

れる場合に限

る 。） を 合 算

した金額 

 ア １１７の

項種類欄(1

) ア 又 は イ

に掲げる場

合の区分に

応じ、それ

ぞれ当該手

数料の金額

の２分の１

に相当する

額 

 

  イ、ウ (略)  

１１９ （略）    
 

規定する建

築基準関係

規定に適合

するかどう

かの審査を

申し出る者 

る部分が含ま

れる場合に限

る 。） を 合 算

した金額 

 ア １１５の

項種類欄(1

) ア 又 は イ

に掲げる場

合の区分に

応じ、それ

ぞれ当該手

数料の金額

の２分の１

に相当する

額 

 

  イ、ウ (略)  

１１７ （略）    
   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。 
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提案理由 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に

関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）が施行されることに伴

い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（手数料） 

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のために

するものにつき、手数料を徴収することができる。 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこ

れを定めなければならない。（以下略） 

２、３ （略） 
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議案第７０号 

 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例 
西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例（平成１６年西条市条例第１４４

号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（氏名等の公表） （氏名等の公表） 

第２７条 市長は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、その者の住所及び

氏名（法人にあっては、当該法人の名

称及び代表者の氏名）並びに事実行為

について公表することができる。 

第２７条 市長は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、その者の住所及び

氏名（法人にあっては、当該法人の名

称及び代表者の氏名）並びに事実行為

について公表することができる。 

(1) 第２４条の規定による報告を正当

な理由がなく拒んだ場合 

(1) 第２３条の規定による報告を正当

な理由がなく拒んだ場合 

(2) 第２５条の規定による立入調査を

正当な理由がなく拒み、又は妨げた

場合 

(2) 第２４条の規定による立入調査を

正当な理由がなく拒み、又は妨げた

場合 

(3) （略） (3) （略） 

別表（第１５条関係） 別表（第１５条関係） 

一般廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理手数料 

区分 手数料 

家庭系廃棄

物 

もえるご

み 

指定袋大 

１枚 

４５円

指定袋中 

１枚 

３０円

指定袋小 

１枚 

２０円

もえない

ごみ 

指定袋大 

１枚 

４５円

指定袋中 

１枚 

３０円

指定袋小 

１枚 

２０円

粗大ごみ 品目ごとに９００

区分 手数料 

家庭

系廃

棄物

規定枚

数 

もえるご

み 

指定袋全

世帯一律

１１０枚

（ただし

５人以上

の世帯に

ついては

希望によ

り指定袋

３０枚追

加） 

無料 

  もえない

ごみ 

指定袋全

世帯一律 
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 円以内で規則で定

める額 
 

（略）   
 

   ２０枚  

  粗大ごみ 処理券全

世帯一律

１０枚 

 

 規定枚

数を超

える枚

数 

もえるご

み 

指定袋１

枚 

１００円 

 もえない

ごみ 

 粗大ごみ 処理券１

枚 

（略）    
 

（注） （略） （注） （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年３月１日から施行する。ただし、第２７条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例（以下

「新条例」という。）別表の規定は、令和５年４月１日以後の排出に用いる指定袋

及び処理券について適用し、同日前の排出に用いる指定袋及び処理券については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の西条市廃棄物の処理及び環境

美化に関する条例別表に規定する家庭系廃棄物の排出に用いる指定袋（前項の規

定によりなお従前の例によることとされたものを含む。）は、令和５年４月１日か

ら令和７年３月３１日までの間、新条例別表に規定する家庭系廃棄物の排出に用

いる指定袋とみなして排出に用いることができる。 
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提案理由 

ごみの減量に向けた施策の一つである家庭系ごみの有料化を実施するため、所要

の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第７１号 

 

西条市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

 

西条市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

西条市県営土地改良事業分担金徴収条例（平成１７年西条市条例第２２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

西条市県営土地改良事業分

担金等徴収条例 

西条市県営土地改良事業分

担金徴収条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、愛媛県が行う土地

改良事業（以下「県営土地改良事業」

という。）について土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号。以下「法」と

いう。）第９１条第３項の規定による

分担金及び法第９１条の２の規定によ

る特別徴収金の徴収に関し必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、愛媛県が行う土地

改良事業（以下「県営土地改良事業」

という。）について土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号。以下「法」と

いう。）第９１条第３項の規定に基づ

き分担金             

      の徴収に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（特別徴収金） （分担金の特例） 

第５条 市は、愛媛県知事（以下「知事

」という。）が別に指定する県営土地

改良事業（法第９１条第５項に規定す

る都道府県営市町村特別申請事業及び

法第８７条の３第１項、第８７条の４

第１項又は第８７条の５第１項の規定

により行う県営土地改良事業を除く。

）の施行に係る地域内の土地につき法

第３条に規定する資格を有する者が、

当該県営土地改良事業の工事の完了に

つき法第１１３条の３第３項の規定に

よる公告があった日（その公告におい

て工事の完了の日が示されたときは、

その示された日）の属する年度の翌年

度（その年度が到来する前の年度を知

事が指定したときは、その指定した年

第５条 市は、県営土地改良事業につい

ては、当該事業によって利益を受ける

者で当該事業の施行に係る地域内の土

地につき法第３条に規定する資格を有

するものから、第２条第１項の規定に

より徴収する分担金のほか、法第９１

条の２第３項の規定により当該事業の

施行に要した費用につき、法第９１条

第６項の規定により市が負担する負担

金のうちその徴収に係る土地の部分の

額をその者が法第３条に規定する資格

を有している当該地区内の土地の面積

に応じて割り振って得られる額を基準

として、知事がこれらの土地の受益の

程度を考慮して定める額の範囲内で当

該土地の全部又は一部が当該事業の工
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度）の初日から起算して８年を経過し

ない間に、当該土地を目的外用途（法

第９１条の２第１項に規定する目的外

用途をいう。以下この項において同

じ。）に供するため所有権の移転等

（法第３６条の３第１項に規定する所

有権の移転等をいう。以下同じ。）を

した場合又は当該土地を自ら目的外用

途に供した場合（当該土地を目的外用

途に供するため所有権の移転等を受け

て、目的外用途に供した場合を除く。

）には、その者から、特別徴収金を徴

収する。 

２ 市は、知事が別に指定する法第８７

条の３第１項の規定により行う県営土

地改良事業の施行に係る地域内の土地

につき法第９１条の２第６項各号のい

ずれかに掲げる者に該当する者が、法

第８７条の３第７項において準用する

法第８７条第５項の規定により当該県

営土地改良事業の土地改良事業計画を

定めた旨の公告があった日から、当該

県営土地改良事業の工事の完了につき

法第１１３条の３第３項の規定による

公告があった日（その公告において工

事の完了の日が示されたときは、その

示された日）の属する年度の翌年度

（その年度が到来する前の年度を知事

が指定したときは、その指定した年度

）の初日から起算して８年を経過しな

い間に、当該土地につき当該各号に定

める場合に該当することとなったとき

は、その者から、特別徴収金を徴収す

る。 

事の完了の公告において示された当該

工事完了の日の属する年度の翌年度

（その年度が到来する前の年度を知事

が指定したときは、その指定した年度

）の初日から起算して８年を経過しな

い間に農地以外に転用される場合に当

該転用に係る土地の面積に応じた額

（農地が農地以外に転用されることに

伴い遊休化する当該事業によって生じ

たかんがい、排水施設その他農用地の

保全又は利用上必要な施設を目的外用

途に活用することにより生ずる収入が

ある場合には、当該転用に係る土地に

係るものを差し引いた額）を納付させ

る旨の条件を付した分担金を徴収す

る。 

２ 市長は、前項の分担金を徴収する場

合にあっては、当該事業に係る第２条

第１項の規定による分担金の徴収に係

る決定通知を行う際に、併せて、その

通知を受ける者に前項の規定により徴

収する分担金の額その他当該分担金に

関し必要な事項を定めて通知するもの

とする。ただし、第２条第１項の規定

による分担金を徴収しない事業につい

ては、市長が別に定めるところにより

通知するものとする。 

３ 市長は、転用に係る土地の面積が、

知事の指定する面積を超えない場合、

その他知事が特に納付の必要がないも

のとして承認したときは、第１項の分

担金を免除する。 

３ 特別徴収金の額は、法第９１条第６  
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項の規定により県営土地改良事業の費

用につき市が負担する額に当該特別徴

収金の徴収に係る土地の面積の当該県

営土地改良事業の施行に係る土地の面

積に対する割合を乗じて得た額（当該

特別徴収金の徴収に係る土地が法第９

１条の２第１項又は第６項第１号イに

規定する目的外用途に供されることに

伴い遊休化する施設を目的外の用途に

活用することにより生じる収入がある

場合には、当該収入の額のうち当該目

的外用途に供された土地に係るものを

差し引いて得た額）とする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、市長は、特別徴収金の徴収に係る

土地の面積が知事の指定する面積を超

えないとき、その他市長が特別徴収金

の納付が必要ないものとして承認した

ときは、当該特別徴収金を免除するこ

とができる。 

 

５ 特別徴収金は、一時支払の方法によ

り支払わせるものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



73 

提案理由 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９１条の２の規定による特別徴収金

を徴収するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令 

土地改良法 

（都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金） 

第９１条の２ （略） 

２～５ （略） 

６ 都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいずれ

かに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴

収金を徴収することができる。 

(1) 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、

又は移転した者 次のいずれかに掲げる場合 

イ 当該事業施行地域内農用地を第８７条の３第１項の規定により行う土地改良

事業の計画において予定する用途以外の用途（以下この項において「目的外用

途」という。）に供するため所有権の移転等をした場合 

ロ 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合 

ハ 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定若しくは移転に

係る契約又は農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条の

規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによって設定若し

くは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場

合 

(2) 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借に

よる権利の設定を受けている者 次のいずれかに掲げる場合 

イ 当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため賃借権その他の使用及

び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合 

ロ 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合 

７、８ （略） 
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報告第１６号 

 

   令和３年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比 

率の報告について 

 

 令和３年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、次のとおり議会に報告する。 

 

  令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和３年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率の状況 

 

１ 財政健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項関

係） 

（単位：パーセント） 

比    率 西条市比率  
早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

① 実質赤字比率 ― 

 

11.83 以上 20.00 以上 

② 連結実質赤字比率 ― 16.83 以上 30.00 以上 

③ 
実質公債費比率 

（３か年平均） 
6.5 25.0 以上 35.0 以上 

④ 将来負担比率 55.1  350.0 以上  

※ ①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は、黒字決算であれば「―（傍

線）」と表示される。 

※ ③実質公債費比率と④将来負担比率は、暫定値 

 

 

２ 公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比    率 会 計 区 分 西条市比率 

 

経営健全化 

基準 

⑤  

公営企業に

おける資金

不足比率 

港湾上屋事業特別会計 
公営企業に

おける資金

不足は無し 

20.0 以上 小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとと

もに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２～７ （略） 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１７号 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１８号 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
病院事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第１９号 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和３年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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○令和３年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
公共下水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 
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関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 
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報告第２０号 

 

西条栄町・中央商店街駐車場内における車両物損事故に伴う和解及び損 

害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 西条栄町・中央商店街駐車場内における車両物損事故に伴い、次のとおり和解する

こと及び損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規

定によりこれを報告する。 

 

  令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第３号 

 

   専決処分書 

 

 西条栄町・中央商店街駐車場内における車両物損事故に伴う和解及び損害賠償の額

の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年７月２７日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1)  相手方の車両の物損に対する修繕料を、全国市長会市民総合賠償補償保険から   

支払われる損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2)  損害賠償の額 

車両の損害に係る額 金３４６，４００円 

(3) 本件示談のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

(4) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 西条栄町・中央商店街駐車場内における車両物損事故について、相手方と示談に

よる解決を図るため専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第２１号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和４年９月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第４号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年８月１９日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



97 

１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済

会から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   車両の損害に係る額 金１８１，３９０円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 環境部衛生課公用車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るた

め専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

 


